
 

 
第第55節節  不不測測時時ににおおけけるる措措置置  

 
 
世界的な⾷料需給の変化や⽣産の不安定化等により、我が国の⾷料安全保障上のリスク

が⾼まっている中、⾷料供給が⼤幅に減少する不測の事態への対応が必要となっています。 
本節では、令和6(2024)年6⽉に公布された⾷料供給困難事態対策法等について紹介しま

す。 
 

((11))  不不測測時時ににおおけけるる⾷⾷料料安安全全保保障障のの対対応応のの強強化化  
((世世界界のの⾷⾷料料需需給給等等ををめめぐぐるるリリススククがが⾼⾼ままりり))  

昨今、気候変動等による世界的な⾷料⽣産の不安定化、世界的な⾷料需要の拡⼤に伴う
調達競争の激化等に、ウクライナ情勢の緊迫化、中東情勢の不安定化等も加わり、輸⼊す
る⾷品原材料や農業⽣産資材の価格⾼騰を招くとともに、産出量が特定の国に偏っている
化学肥料原料の輸出規制や、コロナ禍における国際物流の混乱等による供給の不安定化も
経験するなど、世界の⾷料需給等をめぐるリスクが⾼まっています(図図表表11--55--11)。⾷をめぐ
る国内外の状況が刻々と変化する中、⾷料安全保障の強化が国家の喫緊かつ最重要課題と
なっています。 

 

 
 
 
 

図表1-5-1 令和6(2024)年度の諸外国での主な動き 

資料：農林⽔産省作成 
 

・4者合意（国連、トルコ、ウクライナ、ロシア）の停止

・肥料の輸出検査厳格化の継続

黒海

中国 令和3(2021)年秋以降、肥料原料の輸出検査厳格化が継続

ウクライナ産穀物等の輸出再開に関する国連・トルコ・ウクライナ・ロシアの4者合意につい
て、令和5(2023)年7⽉にロシアが離脱し停⽌
（臨時回廊によるウクライナ産穀物の輸出は継続）

紅海

令和5(2023)年12⽉以降、紅海を航⾏す
る商船が武装組織に攻撃され、船舶航⾏が
不安定化

・紅海における船舶航行の不安定化

中東

・穀物等の輸出規制
⼩⻨、とうもろこし等について輸出関税を賦課。毎年2/15〜6/30は
輸出関税割当制度により数量枠を超えると⾼率関税を適⽤
天候不順による⽣産減少により、2024/25年度後半の⼩⻨の輸出枠は
1,060万トン(前年度2,900万トン)に縮⼩

ロシア

・高温乾燥
5⽉の霜害とそれに続く⾼温乾燥による⼩⻨が減産

・降雨過多

⽣育期間を通じた
降⾬過多により⼩
⻨が減産

EU

 

 

 
 
さらに、官⺠による情報共有の取組の⼀環として、農林⽔産省では、同年6⽉に⾷料の

安定的な輸⼊の確保に関する協議会合を開催し、我が国への⽇々の輸⼊を担っている⼀般
社団法⼈⽇本貿易会

にほんぼうえきかい
の会員企業との間で、主要穀物等の調達をめぐる国内外の情勢等につ

いて、意⾒交換を⾏いました。今後ともこのような会合を含む様々な機会を通じ、我が国
の輸⼊事業者が⾏う輸⼊・調達事業をめぐる課題や要望を適切に把握の上、これを踏まえ
て官⺠の協⼒・連携の下に関連施策を講ずることとしています。 

 
((⾷⾷料料のの安安定定的的なな輸輸⼊⼊にに向向けけ、、港港湾湾機機能能をを強強化化))  

我が国では、⾷料や農業⽣産資材の多くを海外に依存しており、その多くが海運を通じ
て輸⼊されています。輸⼊穀物の多くは、バルク船と呼ばれる貨物船で輸送されています
が、世界で利⽤されるバルク船は、輸送効率化のために⼤型化される傾向にあります。⼀
⽅、我が国の港湾では、岸壁の⽔深が10〜14mであることが多く、⼤型バルク船が接岸で
きる⽔深14m以上の港湾は限られていることから、⾷料の安定供給のためにも、⼤型船に
対応できる港湾整備等が重要となっています。 

国⼟交通省では、ばら積み貨物の安価で安定的な輸⼊を実現するため、⼤型船に対応し
た港湾機能の拠点的確保や企業間連携の促進等による効率的な海上輸送網の形成に向けた
取組を推進しています。また、令和6(2024)年2⽉には、おおむね5年間程度で取り組むべ
き施策を取りまとめ、他のアジア主要港との競争が可能な北⽶・中南⽶地域向けの貨物を
中⼼とした東南アジア等からの広域集貨に向けた輸送ルートの構築や、船舶の⼤型化・積
替円滑化等に対応した⼤⽔深・⼤規模コンテナターミナルの形成等に取り組むこととして
います。 

第第55回回⽇⽇伯伯農農業業・・⾷⾷料料対対話話ででのの農農林林⽔⽔産産⼤⼤⾂⾂とと
ブブララジジルル農農業業・・畜畜産産⼤⼤⾂⾂ののババイイ会会談談  

第第55回回⽇⽇伯伯農農業業・・⾷⾷料料対対話話にに際際ししててのの  
ブブララジジルルのの穀穀物物積積出出港港のの視視察察  
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資料：各政府公表資料、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社「令和5年度諸外国の⾷料安全保障政策に関する調査委託事
業」(令和5(2023)年9⽉公表)を基に農林⽔産省作成 

((ココララムム))  ススイイススややドドイイツツでではは⾷⾷料料安安全全保保障障のの確確保保にに向向けけたた取取組組をを展展開開  
我が国では、令和6(2024)年6⽉に⾷料供給困難事態対策法が公布されたところです。世界に⽬を

転じると、諸外国の中には、スイスやドイツのように、既に不測の事態にかかる対策法を制定して
いる国があります。各国は、深刻な事態に陥る前の「おそれ」の段階から対処を始めることが重要
という考え⽅の下で、備蓄放出や輸⼊、流通規制等の措置を講ずることとするなどの事態の深刻度
に応じた対応を整理しています。 

また、これらの措置を実施する上で必要となる、情報収集に関する規定や、措置の実施に伴う経
済的な損失に対する補償措置についても、法的に規定されています。 

例えばスイスでは、不測時の対策として、⽣産・加⼯・流通等を含めたサプライチェーンの各段
階において各種措置を規定しており、平成29(2017)年に国家経済供給法を改正した際には、「迅速
な対応により、経済への深刻なダメージを防ぐか、最⼩限に抑えることが重要である」という考え
⽅の下、「おそれ」の段階から措置を発動できるように規定されました。 

これに加えて、事態の深刻度に応じて各種措置を発動することを戦略として掲げており、①特定
商品の3か⽉内の短期間の不⾜の場合には、備蓄放出や輸⼊等により対応し、②そうした供給不⾜が
1年程度続く場合には販売制限等により需要を抑制し、③供給不⾜が1年以上続く深刻な事態におい
ては、配給や⽣産の転換により、国⺠が最低限必要とする熱量供給を確保することを定めています。

また、ドイツでは、供給危機に⾄る前段階の措置として、買占めや売惜しみの防⽌等を含む流通
規制や、備蓄に関する措置等をとることができる旨が規定されています。その上で、供給危機時に
おいては、サプライチェーンの各段階における制限の強い措置を規定しています。これに加え、「⾷
料の秩序ある流通を確保するための対策をできるだけ早く講ずることが決定的に必要」という考え
⽅の下、所管省庁権限で法規命令が発布される前に暫定的に対策を講ずることができる旨も規定さ
れています。 

諸諸外外国国のの法法制制度度ににおおけけるる対対策策のの概概要要  

ドイツスイス
⾷料確保準備法(2017年)国家経済供給法(2017年)根拠法

深刻度に応じた
措置

・ ⾷品事業者等の情報提供義務(特に当該事業
者の在庫データ及び⽣産データ)について規定

・ ⺠間事業者等の情報提供義務について規定情報収集
に関する措置

・ 各種措置により財産上の不利益を被る場合には、
連邦政府が補償を⾏う義務を負う旨を規定

・ 各種措置により重⼤な損失を被った場合等に、連
邦政府が補償を⾏うことができる旨を規定補償措置

• ⽣産・加⼯・流通等の介⼊措置を網羅的に規
定した上で、供給不⾜が差し迫った時点(おそれ
の段階)で各種措置を発動できる旨を規定

• また、深刻度に応じて措置を整理

備蓄放出、輸⼊促進、輸出制限等

販売制限等

配給、⽣産の転換等

深
刻
度

情報収集、備蓄放出、流通確保等

深
刻
度 ⽣産・加⼯・流通(分配)・価格等に関す

る各種措置

• 供給危機の前段階の措置として、情報収集、
流通規制、備蓄等を規定

• その上で、供給危機時には⽣産・加⼯等の各種
措置を網羅的に規定

 

((⾷⾷料料供供給給困困難難事事態態対対策策法法がが公公布布))  
近年、世界的な⾷料需給の変化と⽣産の不安定化により、⾷料供給が⼤幅に減少するリ

スクが⾼まる中、⾷料供給が減少し、国⺠⽣活・国⺠経済に影響が⽣じる事態を防⽌する
ため、平時からの対応に始まり、政府⼀体となって早期から必要な対策を⾏う⾷料供給困
難事態対策法が令和6(2024)年6⽉に公布されました。同法は、⾷料供給困難事態対策の実
施に関する基本的な⽅針の策定、⾷料供給困難事態対策本部(以下「政府対策本部」という。)
の設置、特定⾷料の安定供給の確保のための措置等について定めており、⾷料安全保障の
確保に寄与し、もって国⺠⽣活の安定と国⺠経済の円滑な運営の確保に資することを⽬的
としています(図図表表11--55--22)。 

 

 

図表1-5-2 ⾷料供給困難事態対策法の概要 

資料：農林⽔産省作成 

○ 実施⽅針の策定

＜熱量を重視した⾷料の⽣産・配分＞
○ 熱量等を重視した⽣産（⽣産転換）の要請、

計画作成・届出の指⽰
○ 割当て・配給の実施（国⺠⽣活安定緊急措置法）

平時や困難兆候、困難事態における対策の
基本的な考え⽅（基本⽅針）を閣議決定

事態の段階 政府の体制 主な措置

【平時】
＜国内外の情報収集＞
○ 国内外の⾷料需給に関する状況の調査
○ 特に、特定⾷料に係る⺠間の在庫等に関する調査

【⾷料供給困難兆候】
○ 異常気象や動植物疾病の発⽣・まん延等により、
特定⾷料の供給が⼤幅に不⾜、⼜はそのおそれ

○ 供給確保のための措置を講じなければ、
⾷料供給困難事態の発⽣を防⽌できなくなる事態

【⾷料供給困難事態】
○ 特定⾷料の供給が⼤幅に不⾜し、⼜は不⾜する
おそれが⾼い

○ 国⺠⽣活の安定⼜は国⺠経済の円滑な運営に
⽀障が発⽣

○ 国⺠が最低限度必要とする⾷料の供給が
確保されず、⼜は確保されないおそれ

＜本部による公⽰＞
○ 事態の進⾏に応じ実施⽅針を⾒直し

＜本部による公⽰＞
○ 事態の進⾏に応じ実施⽅針を⾒直し

＜⺠間の⾃主的な供給確保の取組を要請＞
※対象となる特定⾷料・特定資材は政令で規定

○ 出荷・販売の調整
（売惜しみ防⽌・仕向け先調整等の計画的出荷・販売）
○ 輸⼊の促進
○ ⽣産・製造の促進

＜供給量の正確な把握、供給確保のための指⽰＞
○ 出荷・販売の調整
○ 輸⼊の促進
○ ⽣産・製造の促進
⇒ 事業者は計画を作成・届出

○ 計画変更の指⽰
⇒ 事業者は計画を変更し、計画に沿った事業を実施

計画作成
指⽰

要請
政府本部の下で、事態の深刻度に応じ、
関係省庁が⾏う必要な対策の⽅針を決定

（これらの措置でも供給確保できない場合）
（⽬安となる基準（想定）︓
供給量が平時の２割以上減、買占めや価格⾼騰等が発⽣）

【政府対策本部】
・ 農林⽔産⼤⾂の報告をもとに、内閣総
理⼤⾂が設置

・ 内閣総理⼤⾂と全閣僚により構成

（⽬安となる基準（想定）︓
１⼈１⽇当たりの供給熱量が現在の摂取熱量である
1,850kcalを下回る（おそれ））

（特定⾷料︓
⽶、⼩⻨、⼤⾖など国⺠⽣活・国⺠経済上重要な⾷料）

※計画への記載事項については省令で規定
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資料：各政府公表資料、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社「令和5年度諸外国の⾷料安全保障政策に関する調査委託事
業」(令和5(2023)年9⽉公表)を基に農林⽔産省作成 

((ココララムム))  ススイイススややドドイイツツでではは⾷⾷料料安安全全保保障障のの確確保保にに向向けけたた取取組組をを展展開開  
我が国では、令和6(2024)年6⽉に⾷料供給困難事態対策法が公布されたところです。世界に⽬を

転じると、諸外国の中には、スイスやドイツのように、既に不測の事態にかかる対策法を制定して
いる国があります。各国は、深刻な事態に陥る前の「おそれ」の段階から対処を始めることが重要
という考え⽅の下で、備蓄放出や輸⼊、流通規制等の措置を講ずることとするなどの事態の深刻度
に応じた対応を整理しています。 

また、これらの措置を実施する上で必要となる、情報収集に関する規定や、措置の実施に伴う経
済的な損失に対する補償措置についても、法的に規定されています。 

例えばスイスでは、不測時の対策として、⽣産・加⼯・流通等を含めたサプライチェーンの各段
階において各種措置を規定しており、平成29(2017)年に国家経済供給法を改正した際には、「迅速
な対応により、経済への深刻なダメージを防ぐか、最⼩限に抑えることが重要である」という考え
⽅の下、「おそれ」の段階から措置を発動できるように規定されました。 

これに加えて、事態の深刻度に応じて各種措置を発動することを戦略として掲げており、①特定
商品の3か⽉内の短期間の不⾜の場合には、備蓄放出や輸⼊等により対応し、②そうした供給不⾜が
1年程度続く場合には販売制限等により需要を抑制し、③供給不⾜が1年以上続く深刻な事態におい
ては、配給や⽣産の転換により、国⺠が最低限必要とする熱量供給を確保することを定めています。

また、ドイツでは、供給危機に⾄る前段階の措置として、買占めや売惜しみの防⽌等を含む流通
規制や、備蓄に関する措置等をとることができる旨が規定されています。その上で、供給危機時に
おいては、サプライチェーンの各段階における制限の強い措置を規定しています。これに加え、「⾷
料の秩序ある流通を確保するための対策をできるだけ早く講ずることが決定的に必要」という考え
⽅の下、所管省庁権限で法規命令が発布される前に暫定的に対策を講ずることができる旨も規定さ
れています。 

諸諸外外国国のの法法制制度度ににおおけけるる対対策策のの概概要要  

ドイツスイス
⾷料確保準備法(2017年)国家経済供給法(2017年)根拠法

深刻度に応じた
措置

・ ⾷品事業者等の情報提供義務(特に当該事業
者の在庫データ及び⽣産データ)について規定

・ ⺠間事業者等の情報提供義務について規定情報収集
に関する措置

・ 各種措置により財産上の不利益を被る場合には、
連邦政府が補償を⾏う義務を負う旨を規定

・ 各種措置により重⼤な損失を被った場合等に、連
邦政府が補償を⾏うことができる旨を規定補償措置

• ⽣産・加⼯・流通等の介⼊措置を網羅的に規
定した上で、供給不⾜が差し迫った時点(おそれ
の段階)で各種措置を発動できる旨を規定

• また、深刻度に応じて措置を整理

備蓄放出、輸⼊促進、輸出制限等

販売制限等

配給、⽣産の転換等

深
刻
度

情報収集、備蓄放出、流通確保等

深
刻
度 ⽣産・加⼯・流通(分配)・価格等に関す

る各種措置

• 供給危機の前段階の措置として、情報収集、
流通規制、備蓄等を規定

• その上で、供給危機時には⽣産・加⼯等の各種
措置を網羅的に規定

 

((⾷⾷料料供供給給困困難難事事態態対対策策法法がが公公布布))  
近年、世界的な⾷料需給の変化と⽣産の不安定化により、⾷料供給が⼤幅に減少するリ

スクが⾼まる中、⾷料供給が減少し、国⺠⽣活・国⺠経済に影響が⽣じる事態を防⽌する
ため、平時からの対応に始まり、政府⼀体となって早期から必要な対策を⾏う⾷料供給困
難事態対策法が令和6(2024)年6⽉に公布されました。同法は、⾷料供給困難事態対策の実
施に関する基本的な⽅針の策定、⾷料供給困難事態対策本部(以下「政府対策本部」という。)
の設置、特定⾷料の安定供給の確保のための措置等について定めており、⾷料安全保障の
確保に寄与し、もって国⺠⽣活の安定と国⺠経済の円滑な運営の確保に資することを⽬的
としています(図図表表11--55--22)。 

 

 

図表1-5-2 ⾷料供給困難事態対策法の概要 

資料：農林⽔産省作成 

○ 実施⽅針の策定

＜熱量を重視した⾷料の⽣産・配分＞
○ 熱量等を重視した⽣産（⽣産転換）の要請、

計画作成・届出の指⽰
○ 割当て・配給の実施（国⺠⽣活安定緊急措置法）

平時や困難兆候、困難事態における対策の
基本的な考え⽅（基本⽅針）を閣議決定

事態の段階 政府の体制 主な措置

【平時】
＜国内外の情報収集＞
○ 国内外の⾷料需給に関する状況の調査
○ 特に、特定⾷料に係る⺠間の在庫等に関する調査

【⾷料供給困難兆候】
○ 異常気象や動植物疾病の発⽣・まん延等により、
特定⾷料の供給が⼤幅に不⾜、⼜はそのおそれ

○ 供給確保のための措置を講じなければ、
⾷料供給困難事態の発⽣を防⽌できなくなる事態

【⾷料供給困難事態】
○ 特定⾷料の供給が⼤幅に不⾜し、⼜は不⾜する
おそれが⾼い

○ 国⺠⽣活の安定⼜は国⺠経済の円滑な運営に
⽀障が発⽣

○ 国⺠が最低限度必要とする⾷料の供給が
確保されず、⼜は確保されないおそれ

＜本部による公⽰＞
○ 事態の進⾏に応じ実施⽅針を⾒直し

＜本部による公⽰＞
○ 事態の進⾏に応じ実施⽅針を⾒直し

＜⺠間の⾃主的な供給確保の取組を要請＞
※対象となる特定⾷料・特定資材は政令で規定

○ 出荷・販売の調整
（売惜しみ防⽌・仕向け先調整等の計画的出荷・販売）
○ 輸⼊の促進
○ ⽣産・製造の促進

＜供給量の正確な把握、供給確保のための指⽰＞
○ 出荷・販売の調整
○ 輸⼊の促進
○ ⽣産・製造の促進
⇒ 事業者は計画を作成・届出

○ 計画変更の指⽰
⇒ 事業者は計画を変更し、計画に沿った事業を実施

計画作成
指⽰

要請
政府本部の下で、事態の深刻度に応じ、
関係省庁が⾏う必要な対策の⽅針を決定

（これらの措置でも供給確保できない場合）
（⽬安となる基準（想定）︓
供給量が平時の２割以上減、買占めや価格⾼騰等が発⽣）

【政府対策本部】
・ 農林⽔産⼤⾂の報告をもとに、内閣総
理⼤⾂が設置

・ 内閣総理⼤⾂と全閣僚により構成

（⽬安となる基準（想定）︓
１⼈１⽇当たりの供給熱量が現在の摂取熱量である
1,850kcalを下回る（おそれ））

（特定⾷料︓
⽶、⼩⻨、⼤⾖など国⺠⽣活・国⺠経済上重要な⾷料）

※計画への記載事項については省令で規定
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((供供給給確確保保のの取取組組がが円円滑滑にに⾏⾏わわれれるるたためめのの措措置置))  
不測時において事業者が要請等に応じた事業活動を⾏う場合には、⾦銭的な負担や経営

への悪影響が⽣じる可能性が考えられます。このため、国は法律の規定に基づき、要請に
応じて供給確保の取組を⾏う事業者に対し、その取組が円滑に⾏われるようにするための
財政上の措置その他の措置を講ずることとしています。 

また、政府として、確保可能な供給量を正確に把握し、実効性のある対策を講ずるため、
計画の作成・届出を⾏わない事業者には罰則を規定しています。なお、計画の内容は各事
業者が実施可能な範囲内でよいとともに、内容を実⾏できなかったこと⾃体は罰則の対象
となりません。 

 
((不不測測時時ににおおけけるる⾷⾷料料⾃⾃給給⼒⼒シシミミュュレレーーシショョンンモモデデルルのの構構築築))  

農林⽔産省では、不測の事態を想定し、必要な対策を検討するため、諸外国の事例を参
考とし、国内の農地や労働⼒を始めとする⽣産基盤の確保状況、品⽬ごとの輸出⼊量、⾷
料等の備蓄状況、世界の需給動向を考慮し、供給熱量や栄養バランスを最適化する我が国
の⾷料⾃給⼒シミュレーションモデルの構築を⾏うこととしています(図図表表11--55--33)。 

 

 
 
 
 
 
 
 

図表1-5-3 我が国の⾷料⾃給⼒シミュレーションモデルを構築 

資料：農林⽔産省作成 

農地⾯積〇〇〇万ha

コメ
野菜
⼩⻨

○○
万ha

コメ

不測の事態を想定したシミュレーションを実施
〇栄養素等を考慮した供給カロリー構成を算出
〇カロリー構成に対応した作付⾯積構成を算出
〇これらを踏まえた経済的な損失を算出

品⽬の輸⼊が
減少するデータを⼊⼒

在庫調査により把握した品⽬
ごとの備蓄量データを⼊⼒

（モデル）

この品目に 
対応した配分

0%

20%

40%

60%

80%

100%

シミュレーション後の供給カロリーの構成

【 ○○〇kcal/人・日 】

コメ

野菜
⼩⻨
⼤⾖

コメ

農地⾯積をシミュレーション

シミュレーション後の
カロリー構成例

 

((供供給給不不⾜⾜のの兆兆候候をを捉捉ええたた早早期期のの段段階階かからら、、政政府府⼀⼀体体ととななっったた対対策策をを実実施施))  
⾷料の供給不⾜による国⺠⽣活や国⺠経済に⽀障が⽣じる事態を未然に防⽌し、早期に

解消するためには、供給不⾜が⽣じ得る兆候を捉えた早期の段階から、関係する省庁が⼀
体となって必要な対策を講じていくことが重要です。このため、気象災害や家畜の伝染性
疾病の発⽣等の⾷料供給が不⾜する兆候を把握した場合(以下「⾷料供給困難兆候」とい
う。)に、内閣総理⼤⾂を本部⻑、全ての国務⼤⾂を構成員とする政府対策本部を設置する
こととしています。政府対策本部では、供給を確保すべき重要な⾷料やその⽣産資材の供
給⽬標数量や供給確保対策を盛り込んだ実施⽅針を策定し、事態の深刻度に応じて、関係
省庁が連携して必要な対策を総合的に実施することとしています。 

 
((供供給給確確保保対対策策のの対対象象ととすするる重重要要なな⾷⾷料料とと⽣⽣産産資資材材ををああららかかじじめめ指指定定))  

国⺠の⾷⽣活⼜は国⺠経済上の重要性を踏まえ、対策の対象とする重要な⾷料を「特定
⾷料」、その⾷料の⽣産に不可⽋な⽣産資材を「特定資材」として政令で定める仕組みとし
ており、令和7(2025)年2⽉に特定⾷料には⽶穀、⼩⻨、⼩⻨粉、⼤⾖、なたね、油やしの
実、植物油脂、てんさい、さとうきび、砂糖、⽜⾁、豚⾁、鶏⾁、⽣乳、飲⽤⽜乳、乳製
品、鶏卵、液卵、粉卵が、特定資材には肥料、農薬、種苗、飼料、動物⽤医薬品が指定さ
れました。 

 
((平平時時かかららのの対対策策))  

不測時の対策を円滑かつ効率的に実施する観点から、不測時に備えて平時から⾏うべき
取組や、不測時に講ずる対策の基本的な考え⽅等を、法律に基づく基本⽅針として定める
こととしています。この基本⽅針に基づき、平時から国内⽣産基盤の強化や、⾷料・⽣産
資材のサプライチェーンの維持・強化に向けた施策を推進していくほか、国内外の⾷料需
給に関する情報の収集・分析、適切かつ効率的な備蓄の運⽤、国内⽣産で国内需要を満た
すことができない農産物等の安定的な輸⼊の確保等を進めていくこととしています。特に
不測時の発⽣初期における効果的⼿段である備蓄については、国内に存在する⺠間在庫も
含めた官⺠合わせた備蓄をトータルで捉える総合的な備蓄を推進していくことや、そのた
めにも国内にある特定⾷料や特定資材の⺠間在庫等を把握するための情報収集を⾏ってい
くこととしています。 

 
((不不測測時時のの供供給給確確保保対対策策))  

不測時に国⺠に⾷料供給を安定的に確保するためには、国はもとより、⾷料の⽣産、輸
⼊、出荷・販売に携わる事業者の協⼒が必要となる⼀⽅、不測時であっても⺠間の事業活
動に対する国の介⼊は必要最⼩限にとどめるべきものです。このため、⾷料供給困難兆候
の段階では、出荷販売業者や輸⼊事業者、⽣産業者等の事業者には、あくまで⾃主的な取
組を求める「要請」を⾏うことができる仕組みとしています。事態が改善せず、⾷料供給
が⼤幅に減少し、国⺠⽣活等に⽀障が⽣じる事態、「⾷料供給困難事態」に⾄り、要請では
必要な供給確保が⾒込めない場合に限り、事業者に対して、出荷販売等の計画の作成・届
出を「指⽰」することができることとしています。また、届出された計画に沿って供給が
⾏われたとしても事態の解消が困難な場合であって、当初の計画の内容等から⾒て計画変
更が可能と認められる事業者に限って、計画変更を指⽰することができることとしていま
す。 
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((供供給給確確保保のの取取組組がが円円滑滑にに⾏⾏わわれれるるたためめのの措措置置))  
不測時において事業者が要請等に応じた事業活動を⾏う場合には、⾦銭的な負担や経営

への悪影響が⽣じる可能性が考えられます。このため、国は法律の規定に基づき、要請に
応じて供給確保の取組を⾏う事業者に対し、その取組が円滑に⾏われるようにするための
財政上の措置その他の措置を講ずることとしています。 

また、政府として、確保可能な供給量を正確に把握し、実効性のある対策を講ずるため、
計画の作成・届出を⾏わない事業者には罰則を規定しています。なお、計画の内容は各事
業者が実施可能な範囲内でよいとともに、内容を実⾏できなかったこと⾃体は罰則の対象
となりません。 

 
((不不測測時時ににおおけけるる⾷⾷料料⾃⾃給給⼒⼒シシミミュュレレーーシショョンンモモデデルルのの構構築築))  

農林⽔産省では、不測の事態を想定し、必要な対策を検討するため、諸外国の事例を参
考とし、国内の農地や労働⼒を始めとする⽣産基盤の確保状況、品⽬ごとの輸出⼊量、⾷
料等の備蓄状況、世界の需給動向を考慮し、供給熱量や栄養バランスを最適化する我が国
の⾷料⾃給⼒シミュレーションモデルの構築を⾏うこととしています(図図表表11--55--33)。 

 

 
 
 
 
 
 
 

図表1-5-3 我が国の⾷料⾃給⼒シミュレーションモデルを構築 

資料：農林⽔産省作成 

農地⾯積〇〇〇万ha

コメ
野菜
⼩⻨

○○
万ha

コメ

不測の事態を想定したシミュレーションを実施
〇栄養素等を考慮した供給カロリー構成を算出
〇カロリー構成に対応した作付⾯積構成を算出
〇これらを踏まえた経済的な損失を算出
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((供供給給不不⾜⾜のの兆兆候候をを捉捉ええたた早早期期のの段段階階かからら、、政政府府⼀⼀体体ととななっったた対対策策をを実実施施))  
⾷料の供給不⾜による国⺠⽣活や国⺠経済に⽀障が⽣じる事態を未然に防⽌し、早期に

解消するためには、供給不⾜が⽣じ得る兆候を捉えた早期の段階から、関係する省庁が⼀
体となって必要な対策を講じていくことが重要です。このため、気象災害や家畜の伝染性
疾病の発⽣等の⾷料供給が不⾜する兆候を把握した場合(以下「⾷料供給困難兆候」とい
う。)に、内閣総理⼤⾂を本部⻑、全ての国務⼤⾂を構成員とする政府対策本部を設置する
こととしています。政府対策本部では、供給を確保すべき重要な⾷料やその⽣産資材の供
給⽬標数量や供給確保対策を盛り込んだ実施⽅針を策定し、事態の深刻度に応じて、関係
省庁が連携して必要な対策を総合的に実施することとしています。 

 
((供供給給確確保保対対策策のの対対象象ととすするる重重要要なな⾷⾷料料とと⽣⽣産産資資材材ををああららかかじじめめ指指定定))  

国⺠の⾷⽣活⼜は国⺠経済上の重要性を踏まえ、対策の対象とする重要な⾷料を「特定
⾷料」、その⾷料の⽣産に不可⽋な⽣産資材を「特定資材」として政令で定める仕組みとし
ており、令和7(2025)年2⽉に特定⾷料には⽶穀、⼩⻨、⼩⻨粉、⼤⾖、なたね、油やしの
実、植物油脂、てんさい、さとうきび、砂糖、⽜⾁、豚⾁、鶏⾁、⽣乳、飲⽤⽜乳、乳製
品、鶏卵、液卵、粉卵が、特定資材には肥料、農薬、種苗、飼料、動物⽤医薬品が指定さ
れました。 

 
((平平時時かかららのの対対策策))  

不測時の対策を円滑かつ効率的に実施する観点から、不測時に備えて平時から⾏うべき
取組や、不測時に講ずる対策の基本的な考え⽅等を、法律に基づく基本⽅針として定める
こととしています。この基本⽅針に基づき、平時から国内⽣産基盤の強化や、⾷料・⽣産
資材のサプライチェーンの維持・強化に向けた施策を推進していくほか、国内外の⾷料需
給に関する情報の収集・分析、適切かつ効率的な備蓄の運⽤、国内⽣産で国内需要を満た
すことができない農産物等の安定的な輸⼊の確保等を進めていくこととしています。特に
不測時の発⽣初期における効果的⼿段である備蓄については、国内に存在する⺠間在庫も
含めた官⺠合わせた備蓄をトータルで捉える総合的な備蓄を推進していくことや、そのた
めにも国内にある特定⾷料や特定資材の⺠間在庫等を把握するための情報収集を⾏ってい
くこととしています。 

 
((不不測測時時のの供供給給確確保保対対策策))  

不測時に国⺠に⾷料供給を安定的に確保するためには、国はもとより、⾷料の⽣産、輸
⼊、出荷・販売に携わる事業者の協⼒が必要となる⼀⽅、不測時であっても⺠間の事業活
動に対する国の介⼊は必要最⼩限にとどめるべきものです。このため、⾷料供給困難兆候
の段階では、出荷販売業者や輸⼊事業者、⽣産業者等の事業者には、あくまで⾃主的な取
組を求める「要請」を⾏うことができる仕組みとしています。事態が改善せず、⾷料供給
が⼤幅に減少し、国⺠⽣活等に⽀障が⽣じる事態、「⾷料供給困難事態」に⾄り、要請では
必要な供給確保が⾒込めない場合に限り、事業者に対して、出荷販売等の計画の作成・届
出を「指⽰」することができることとしています。また、届出された計画に沿って供給が
⾏われたとしても事態の解消が困難な場合であって、当初の計画の内容等から⾒て計画変
更が可能と認められる事業者に限って、計画変更を指⽰することができることとしていま
す。 
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第第66節節  国国際際戦戦略略のの展展開開  

 
 
農林⽔産省では、我が国の農林⽔産業が「国の 基

もとい
」として発展し、将来にわたってそ

の重要な役割を果たしていけるよう交渉を⾏うとともに、我が国の農林⽔産物・⾷品の輸
出拡⼤につながる交渉結果の獲得を⽬指しています。また、途上国等の⾃⽴的な経済発展
を通じた我が国との関係強化を図るため、様々な形態による農林⽔産・⾷品分野での協⼒
を⾏っています。 

本節では、経済連携交渉等の交渉への対応状況や国際協⼒の推進等について紹介します。 
 

((11))  交交渉渉へへのの対対応応  
((複複数数のの国国・・地地域域ととののEEPPAA//FFTTAA交交渉渉をを実実施施))  

特定の国・地域で貿易ルールを取り決めるEPA1/FTA2等の締結が世界的に進み、令和
6(2024)年12⽉時点では405件に達しています。 

我が国においても、令和7(2025)年3⽉時点で、21のEPA/FTA等が発効済・署名済です(図図
表表11--66--11)。これらの協定により、我が国は世界経済の約8割を占める巨⼤な市場を構築する
ことになります。輸出先国・地域の関税撤廃等の成果を最⼤限活⽤し、我が国の強みを活
かした品⽬の輸出を拡⼤していくため、我が国の農林⽔産業の⽣産基盤を強化していくと
ともに、新市場開拓の推進等の取組を進めることとしています。 

 

 
 

1 Economic Partnership Agreementの略で、経済連携協定のこと 
2 Free Trade Agreementの略で、⾃由貿易協定のこと 

図表1-6-1 我が国におけるEPA/FTA等の状況 

資料：農林⽔産省作成 

 

((22))  不不測測時時にに備備ええたた備備蓄蓄のの実実施施  
((不不測測時時にに備備ええたた穀穀物物のの備備蓄蓄をを実実施施))  

政府は国内の⽶の⽣産量の減少によりその供給が不⾜する事態に備え、⽶を100万t程度1

備蓄しています。あわせて、海外における不測の事態の発⽣による供給途絶等に備えるた
め、⾷糧⽤⼩⻨については国全体として外国産⾷糧⽤⼩⻨の需要量の2.3か⽉分を備蓄し、
そのうち1.8か⽉分の保管料を、飼料穀物についてはとうもろこし等約100万tを⺠間で備蓄
し、そのうち75万t分の保管費等を政府が⽀援しています。 

⾷料の備蓄強化に向けては、国内外の⾷料安全保障の状況を適切に把握・分析の上、こ
れらを踏まえて、⺠間在庫量の把握等を進め、官⺠合わせた総合的な備蓄の推進を⾏うこ
とが重要です。 
 

 

 
1 10年に1度の不作や、通常程度の不作が2年連続した事態にも国産⽶をもって対処し得る⽔準 

諸諸外外国国ににおおけけるる備備蓄蓄⽔⽔準準  

((フフォォーーカカスス))  諸諸外外国国でではは⾷⾷料料安安全全保保障障のの確確保保にに向向けけたた備備蓄蓄をを実実施施  
我が国の備蓄は、平時において⾷料安全保障の確保に向け実施する措置の⼀つです。諸外国にお

いても、各国の状況・考えに応じて、⾷料の備蓄を⾏っています。ここではスイス、ドイツ、フィ
ンランドにおける対応について紹介します。 

スイスにおいては、備蓄は⾷料の供給不⾜の兆候が表れた際に、迅速に対応できる⼿段として、
特に重要であると考えられています。法律に基づき官⺠が協⼒して備蓄を⾏いますが、あくまで主
体は⺠間事業者であるという考えであるため、費⽤については、備蓄する品⽬の輸⼊事業者に課せ
られる輸⼊賦課⾦から負担する仕組みとなっています。また、コーヒーを備蓄しているのも特徴の
⼀つです。コーヒーは、炭⽔化物、たんぱく質、脂質が少ないためエネルギーはほとんどなく、栄
養学的観点からは備蓄を継続する必要はありませんが、スイスの消費習慣において重要な位置付け
をされており、⼼理的な理由に基づき備蓄されています。 

ドイツにおいては、国⺠の⾷料供給における短期的な対応を⽬的としており、平時の備蓄量は数
⽇から数週間の範囲で最低限の⽔準となっています。しかし、不測の事態のおそれのある場合等で、
備蓄⽔準が不⼗分であると判断した場合には、⺠間への備蓄命令により備蓄量を増やすこととして
います。 

フィンランドにおいては、ロシア・ウクライナ情勢等の今後数年間は継続する可能性のある安全
保障上の問題を踏まえ、深刻な混乱や緊急事態が発⽣した場合の国内供給を確保することを⽬的と
して、⾷⽤の緊急備蓄を維持することとしています。 

資料：スイス連邦経済・教育・研究省「Bericht zur Vorratshaltung 2015および2019」、各国政府公表資料、EYストラテジー・アンド・
コンサルティング株式会社「令和5年度諸外国の⾷料安全保障政策に関する調査委託事業」(令和5(2023)年9⽉公表)を基に農林
⽔産省作成 

フィンランドドイツスイス
▶ ⺠間(政府が委任)▶ 連邦政府・⺠間▶ ⺠間備蓄主体

▶ ⼩⻨、オーツ⻨、ライ⻨、⼤⻨
▶ 焙煎していないコーヒー⾖、
砂糖、塩 等

▶ 連邦備蓄︓パン⽤穀物(⼩⻨、ライ⻨)、 オー
ツ⻨(えん⻨)

▶ ⺠間備蓄(予算措置)︓⽶、⾖類(エンドウ⾖と
レンズ⾖)、コンデンスミルク

▶ ⼩⻨、⽶、⾷⽤油、砂糖、コーヒー
▶ 飼料、肥料、なたねの種⼦備蓄品⽬

▶ 穀物︓9か⽉分(緊急備蓄)
※令和5(2023)年3⽉に6か⽉から9か⽉に緊
急備蓄を拡⼤した旨をプレスリリース

▶ 連邦備蓄︓⾮公表(※但し、数⽇〜数週間分
との概算の⾒解有)

▶ ⺠間備蓄︓⼤都市圏で少なくとも1⽇の⾷事
を提供できる量

▶ ⼩⻨、⽶、⾷⽤油︓4か⽉分
▶ 砂糖、コーヒー︓3か⽉分
▶ 飼料︓2か⽉分
▶ 窒素肥料︓1作期に必要な量の1/3

備蓄量
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